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■1月10日「米政策説明会」を
　東京・蚕糸会館で開催

　前回のニュースでもご案内しましたが、
来年1月10日（金）午後2時より東京・有楽
町「蚕糸会館」で、食糧庁による「米政策

説明会」を開催します。ご出席いただける

方は、本協会事務局または県協会事務局ま

で、都道府県名・法人名・出席者氏名・連

絡先をご記入のうえ、FAXまたはメールで
お申し込み下さい。当日は、米政策の立案

者である食糧庁から直接話をきくほか、米

政策の具体化のための農業法人からの提案

事項を検討する予定です。ご参加をお待ち

しています。

 
■14年度補正「雇用研修助成事業」
　について
（FAX番号訂正のお詫びとお知らせ）

　先週２０日（金）にFAXにてご案内いた
しました「OJT研修支援事業」について訂
正がございます。記載のFAX番号が間違え
ておりました。大変申し訳ありません。正

しくは03-5156-0366です。お手数をお掛け
しますがどうぞよろしくお願いします。

　現在の研修会参加申込みは50件程度です。
お申し込みでない方は是非ご検討ください。

 

　
法
人
の
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
は
、
代
表
者
の
報

酬
が
給
与
所
得
と
な
り
、
給
与
収
入
か
ら
給
与

所
得
控
除
が
差
し
引
か
れ
る
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、

所
得
税
の
累
進
税
率
に
よ
り
個
人
課
税
の
実
効

税
率
が
法
人
課
税
の
実
効
税
率
を
超
え
る
と
不

利
に
な
り
ま
す
が
、
給
与
所
得
控
除
の
影
響
で

年
俸
一
、
二
〇
〇
万
円
程
度
（
月
額
約
一
〇
〇

万
円
）
ま
で
は
役
員
報
酬
を
増
額
し
た
方
が
有

利
で
す
。

● 

役
員
報
酬
と
内
部
留
保

　
資
本
不
足
の
と
き
は
内
部
留
保
に
よ
り
資
本

の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
利
益
を

留
保
す
る
と
課
税
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
役

員
報
酬
を
増
額
し
、
一
部
を
実
際
に
は
支
給
し

な
い
で
法
人
に
留
保
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
長
期
運
転
資
金
を
導
入
し
、
そ
の
返
済

財
源
に
役
員
報
酬
の
一
部
を
充
て
る
方
法
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
次
の
例
の
よ
う
に
、
法

人
内
部
に
留
保
す
る
金
額
を
切
り
の
良
い
金
額
（
例

で
は
二
〇
万
円
）
と
し
て
、
源
泉
徴
収
税
額
等

を
控
除
し
た
端
数
を
含
む
金
額
を
支
給
し
ま
す
。

こ
う
す
れ
ば
、
端
数
の
金
額
か
ら
源
泉
所
得
税

の
金
額
が
推
定
で
き
、
役
員
報
酬
の
総
額
が
明

確
に
な
り
ま
す
。
反
対
に
、
役
員
に
支
給
す
る

金
額
を
切
り
の
良
い
金
額
と
し
て
し
ま
う
と
、

税
務
署
に
役
員
報
酬
を
遡
及
し
て
増
額
改
訂
し

た
と
疑
わ
れ
、
役
員
賞
与
と
認
定
さ
れ
る
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
役
員
報
酬
と
内
部
留
保
の
バ

ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
が
重
要
で
す
が
、
肉
用
牛

免
税
の
適
用
を
受
け
る
法
人
で
は
、
一
般
に
通

常
の
法
人
税
が
課
税
さ
れ
な
い
た
め
、
内
部
留

保
に
傾
き
が
ち
で
す
。
こ
の
た
め
、
会
社
法
人

で
は
内
部
留
保
を
し
す
ぎ
て
同
族
会
社
の
特
別

税
率
に
よ
る
留
保
金
課
税
が
か
か
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
十
五
年
度
税
制
改
正

に
よ
り
、
自
己
資
本
比
率
五
〇
％
以
下
の
中
小

法
人
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
四
月
開
始
事
業
年

度
か
ら
三
年
間
、
留
保
金
課
税
が
停
止
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
役
員
賞
与
の
損
金
不
算
入

　
役
員
賞
与
は
、
法
人
の
損
金
に
算
入
さ
れ
ま

せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
役
員
賞
与
は
支
給
し
な

い
方
が
い
い
で
し
ょ
う
。
な
お
、
Ｊ
Ａ
が
職
員

を
Ｊ
Ａ
出
資
農
業
法
人
に
出
向
さ
せ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
出
向
者
が
出
向
先
法
人
（
農
業

法
人
）
に
お
い
て
役
員
と
な
っ
て
い
る
場
合
、

給
与
負
担
金
の
額
の
う
ち
出
向
元
法
人
（
Ｊ
Ａ
）

が
出
向
者
に
支
給
し
た
定
期
の
給
与
の
額
を
超

え
る
部
分
の
金
額
は
賞
与
と
な
り
、
損
金
に
算

入
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
注
意
が
必
要
で
す
（
法
人

税
基
本
通
達
9
―
2
―
34
）
。

●
使
用
人
賞
与

　
使
用
人
（
従
業
員
）
に
つ
い
て
従
来
は
賞
与

引
当
金
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、

繰
入
限
度
額
を
段
階
的
に
縮
減
す
る
経
過
措
置

が
終
わ
り
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度
か
ら
全
廃
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

賞
与
を
期
末
ま
で
に
支
給
し
な
く
て
も
①
期
末

ま
で
に
各
人
別
の
支
給
額
を
支
給
対
象
の
全
使

用
人
に
対
し
て
通
知
し
、
②
通
知
の
と
お
り
に

翌
期
首
か
ら
一
月
以
内
に
支
払
え
ば
、
期
末
に

未
払
計
上
し
て
損
金
算
入
で
き
ま
す
。

●
退
職
金

　
退
職
金
は
、
役
員
（
特
殊
関
係
使
用
人
を
含
む
。
）

に
対
す
る
も
の
で
不
相
当
に
高
額
で
な
い
限
り
、

損
金
算
入
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
退
職
金
は
「
給

与
等
を
対
価
と
す
る
役
務
の
提
供
」
に
該
当
し
、

消
費
税
は
不
課
税
で
す
。
な
お
、
中
小
企
業
退

職
金
共
済
（
中
退
共
）
の
掛
金
は
、
納
付
し
た

と
き
に
損
金
算
入
さ
れ
、
消
費
税
の
非
課
税
仕

入
れ
と
な
り
ま
す
。

●
福
利
厚
生
費

　
従
業
員
（
元
従
業
員
を
含
む
。
）
又
は
そ
の

親
族
等
の
慶
弔
、
禍
福
に
際
し
一
定
の
基
準
に

従
っ
て
支
給
さ
れ
る
金
品
に
要
す
る
費
用
は
交

際
費
等
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
の
で
、
全
額
が
損
金

算
入
さ
れ
ま
す
。
祝
金
、
見
舞
金
等
を
現
金
で

支
給
す
る
場
合
、
消
費
税
は
不
課
税
で
す
。
ま
た
、

役
員
又
は
使
用
人
の
た
め
に
保
険
料
等
を
負
担

す
る
場
合
、
原
則
と
し
て
経
済
的
利
益
（
現
物

給
与
）
と
し
所
得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
が
、
月

額
三
〇
〇
円
以
下
の
と
き
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
（
消

費
税
は
非
課
税
）
。

　今年最後の「経営塾」となりまし
た。次回の送信日は1月9日（木）で
す。
　会員の皆様、どうぞ良いお年をお
迎えください。（事務局一同）

（役員報酬）

700,000 
（預り金）47,530

※扶養親族２人の場合の

税額

   

（役員長期借入金） 200,000
※留保額

   

（普通預金）	   452,470
※支給額


